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茨城工業高等専門学校運営会議規則 

 

昭和45年4月1日 

制       定 

 

第１条 茨城工業高等専門学校教員組織規則第５５条第２項の規定に基づき、運営会議に関する必要

な事項を定めるものとする。 

第２条 運営会議は、校長の諮問に応じ、茨城工業高等専門学校の管理運営に関する重要事項を審議

し、校務の円滑な運営を図ることを目的とする。 

第３条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

  (1) 校長 

(2) 副校長（教務主事）、副校長（学生主事）及び副校長（寮務主事） 

(3) 副校長（専攻科長）、副校長（地域連携・評価）及び副校長（総務） 

(4) 学術総合情報センター長、地域共同テクノセンター長、技術教育支援センター長、学生健康セ

ンター長、グローバル教育センター長及び男女共同参画推進センター長 

(5) 国際創造工学科長 

(6)  各系長及び各部長 

(7) 広報室長 

(8) 事務部長 

第４条 校長は、運営会議を招集し、その議長となる。 

第５条 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。 

第５条の２ 運営会議は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 
２ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第６条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

第７条 運営会議の事務は、総務課において処理する。 

   附 則 

１ この規則は、昭和45年4月1日から施行する。 

２ 茨城工業高等専門学校主任会議規則（昭和42年4月1日制定）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、昭和49年4月11日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、昭和60年1月18日から施行する。 

   附 則 

この規則は、平成10年5月1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成12年4月1日から施行する。 

  附 則 

この規則は、平成13年6月21日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成13年11月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。 

  附 則 

この規則は、平成14年4月1日から施行する。 
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   附 則 

 この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年4月19日から施行し、同年4月1日から適用する。 

附 則 

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則 

 この規則は、平成25年7月16日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 


